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新潟県では、高齢者等の消費者被害を防止するため

｢消費者安全確保地域協議会｣の設置を進めています。

気づいて！つないで！見守ろう！

（高齢者等消費者被害防止見守りネットワーク）

悪質商法等の被害未然防止、
製品安全・消費者事故等の情
報をタイムリーにお知らせする
リーフレットです。

日頃から高齢者等に身近な
方へ情報提供・情報共有して
おくことで、被害の防止につな
げることが期待できます。

それぞれ新潟県のＨＰ、国民
生活センターのＨＰからバック
ナンバーも含めてダウンロード
が可能です。

独りで暮らしている高齢者や障害者の方々は、地域の中で孤立してしまいがちな存在です。

それに加えて、新型コロナウイルス感染症予防のため外出自粛により買い物を控え在宅時
間が増加したことや、感染への不安等につけ込み、特に、高齢者世帯を狙った悪質な訪問販
売や不審電話の増加のほか、給付金支給やワクチン接種に便乗したなりすましや詐欺なども
懸念されます。

このような高齢者等の方々を消費者被害から守るために、地域で注意喚起や見守り等を行
い、迅速に相談窓口につなぐ協議会の役割はこれまで以上に大きなものとなっています。

高齢者等に身近な構成員に、消費者被害防止のための知識があれば、
異変に迅速に気づき、声掛けへつなげることができます

コロナ禍の今、高齢者等を見守りで消費者被害から守りましょう

消費生活センター（消費生活相談窓口）から、
高齢者等に接する機会が多い協議会構成員
に対し、今起きている消費者被害情報や注意
喚起情報を伝え、情報を共有します。

高齢者等に接する機会が多い構成員の
方々から、高齢者等に注意喚起する機会
が増え、消費者被害の未然防止や被害
減少につながります。

②注意喚起

高齢者等への声掛けに活用できる啓発資料のご案内

①悪質商法の手口等の情報共有

新潟くらしの安全かわら版
｢きーつけなせや｣（新潟県発行）

「見守り新鮮情報」
（国民生活センター発行）
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刈羽村の消費者安全確保協議会の様子をご紹介します

刈羽村では、高齢者の消費者被害防止、見守り強化を目的として、令和２年４月
に協議会を設置しました。昨年度はコロナ禍で協議会を開催することができず、今年
10月29日に初開催となりました。県もオンライン出席させていただいたため、当日の
様子をお伝えします。

・刈羽村産業政策課（消費生活相談窓口）・・・２名
・刈羽村福祉保健課・・・１名
・柏崎警察署（刈羽駐在所、曽地駐在所）・・・２名
・刈羽村地域包括支援センター・・・１名

構成員、協議会出席者の数

協議会次第

１開会
２挨拶
３協議会について
４村内相談事例

について
５その他
６閉会

未設置市町村の皆さんにも協議会の運営についてイメージをもっていただけましたでしょうか。
刈羽村の協議会では、県からも改めて「消費者安全確保地域協議会」の制度趣旨や他自治体

事例などを説明させていただき、一層の活動促進をお願いしたところです。
県では今後も消費者被害の防止に向け、各市町村の実情に応じた支援を行っていきますので、

設置済み市町村、未設置市町村にかかわらず、関係部署や協議会構成員等に対して県からの
行政説明が必要な場合はご遠慮なくご相談ください。

・平成29年12月に「新潟県高齢者等消費者被害防止見守りネットワーク」が設置され、県の活動
に後押しされる形で、平成30年10月に刈羽村でも協議会設置に向けた内部協議を開始。

・当初、民生委員・児童委員協議会や区長連絡協議会なども構成員となっていただくことを検討し
たが、「刈羽村の協議会はコンパクトに、まずは行政の身近なところから」とすることとし、要綱を
作成。令和２年４月１日に現在の構成員で協議会設置。

・要綱については、今後、協議会を運営していくにあたり、構成員の追加等を含め修正が必要な
場合は、随時協議を重ねて行く予定。

協議会設置の経緯について協議会事務局から説明がありました

＜刈羽村産業政策課（消費生活相談窓口）より＞
６件・・・押し売り（ガス給湯器）、押し買い、ローン一括返済、

電話回線の変更に関するものなど
＜刈羽村地域包括支援センターより＞

２件・・・押し売り、点検商法
＜柏崎警察署より＞

１件・・・詐欺業者と思われる建築業者の情報提供

◎ 産業政策課から構成員に対し、今後も村内で見守り活動を行っていく中で、消費者から受け
た相談や懸念される事案が生じた場合は産業政策課へ情報提供いただくよう依頼。

◎ 構成員からは、悪質業者の手口がどんどん巧妙化しているため、消費者被害防止の広報は
非常に重要である、との意見があった。

各構成員から村内相談事例の報告がありました


